
拒絶理由通知

発明

この間の手続きフローはこちら

発明～設定登録までの手続フロー

特許出願

審査請求

拒絶査定

拒絶査定確定

※発明を特定するため必要な書類
   (願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書)を
   作成し、提出します。

※出願しただけで特許される訳ではありません。
実体審査してもらうためには、特許出願から
3年以内に審査請求を行う必要があります。
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※審査官が拒絶すべきと
   判断した場合、その理由が
   通知されます。

※拒絶理由の判断に
   不服がある場合
   意見書、補正書を提出
   します。

※審査官が意見書等を考慮しても
　　拒絶理由が解消していないと
　　判断した場合、拒絶審査となります

※審査官が拒絶理由を
   発見しなかった場合
   又は意見書等により
   拒絶理由が解消したと
   判断した場合に
   特許査定となります

※特許査定又は特許審決
   から所定期間内に
   第1～3年分の特許料を
   納付します。

※審判官が拒絶理由が
   解消したと判断した場合は特許審決、
   そうでない場合は拒絶審決に
   なります。

※拒絶審決に不服がある場合、
   審決取消訴訟を提起することができます。

http://s-c-ip.com/wp/wp-content/uploads/2016/02/C11.pdf

